
国立大学法人東京農工大学部局組織運営規程の一部改正 

国立大学法人東京農工大学部局組織運営規程を次のとおり改正する。 

現行 改正 備考 

国立大学法人東京農工大学部局組織運営規程 

平成１６年４月７日 

１６ 経教 規程第８号 

第１条 省略 

 

（組織） 

第２条 各部局に置く組織は、次のとおりとする。 

一 省略 

二 省略 

三 農学部及び工学部に置く学科は、別表３のとおりとする。 

 

第３条～第１４条 省略 

 

   附 則 省略 

 

別表１～別表２ 省略 

別表３（第２条第３号関係） 

農学部 

生物生産学科 

応用生物科学科 

環境資源科学科 

地域生態システム学科 

獣医学科 

 工学部 

  省略 
 

 

 

 

第１条 省略（現行どおり） 

 

（組織） 

第２条 各部局に置く組織は、次のとおりとする。 

一 省略（現行どおり） 

二 省略（現行どおり） 

三 農学部及び工学部に置く学科は、別表３のとおりとする。 

 

第３条～第１４条 省略（現行どおり） 

 

   附 則 省略（現行どおり） 

    

別表１～別表２ 省略 

別表３（第２条第３号関係） 

農学部 

生物生産学科 

応用生物科学科 

環境資源科学科 

地域生態システム学科 

共同獣医学科 

 工学部 

  省略（現行どおり） 
 

 

 

 

附 則（２４教規程第４９号） 

 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 


